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栃木県競争入札参加資格 

（物品・役務） 

申請事項変更届の手引 
Ｒ８．１ 

 
次に掲げる事項に変更があったときは、申請事項変更届を提出してください。 
なお、届出は栃木県電子申請システムにより行い、必要書類は電子申請時に電子デー

タを添付してください。 

※エクセルデータ（役員等名簿）、PDF データ（公的書類等をスキャンしたもの）を

添付すれば、原本（紙）の提出は不要です。 
 

変更届が必要な場合 

 

【本社・本店に関すること】 

・代表者が交代する場合 

・代表者の役職名が変更になる場合 

・商号や名称が変わる場合 

・本社・本店の所在地又は住所が変更になる場合 

・本社・本店の電話番号、ＦＡＸ番号、ｅメールアドレスが変更になる場合 

 

【契約等権限者（受任者）に関すること】 

・契約等権限者を新設する場合 

・契約等権限者が交代する場合 

・契約等権限者の役職名が変更になる場合 

・契約等権限者の部署名が変更になる場合 

・契約等権限部署の所在地又は住所が変更になる場合 

・契約等権限者の電話番号、ＦＡＸ番号、ｅメールアドレスが変更になる場合 

・契約等権限者を廃止する場合 

 

【その他】 

・業種区分、取扱品目、営業内容を追加・変更する場合 

 ・栃木県内に営業所等を新設する場合（県外に本社（本店）が所在する場合） 

・前回の申請時に未達成だった障害者法定雇用率を、新たに達成した場合 

・競争入札参加資格登録を抹消する場合 

 
注意事項 

・代表者（申請者）以外の取締役が交代した場合は、変更届の提出は不要です。 
・組織の変更等（合併、営業譲渡、会社分割等）を行った場合は、必要書類が通常の場

合と異なりますので、事前に会計管理課物品調達室（028-623-2091）まで連絡してくだ

さい。  
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１ 届出の流れ 

  ここでは、届出から変更完了までの「届出の流れ」を説明します。 

 

(1) 必要書類の準備 

   ・変更内容によっては、提出が必要な書類がありますので、準備してください。 

   ・必要書類については、必要書類一覧（４ページ）を確認してください。 

   ・各種様式は、県ホームページからダウンロードしてください。 

栃木県 競争入札参加資格 手引で検索するか、次の URL を入力してください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/pref/nyuusatsu/sankashikaku/tebiki4.html 

・全ての必要書類について、電子申請システムに入力する際に添付が必須となり

ますので、入力前に必ず準備してください。 

 

(2) 「栃木県電子申請システム」による電子申請 

・届出は「栃木県電子申請システム」で随時受付しています。 
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9544 

・変更内容を入力の上、必要書類を添付してください。 

 

(3) 変更確認 

     届出内容や添付書類に不備がある場合は、会計管理課から電話又はメールにより

連絡をしますので、指定した期日までに補正を完了させてください。 

 

(4) 変更完了の通知 

届出内容や添付書類に不備がなければ、変更届が受理されます。変更完了までは

以下の期間を要します。 

<変更完了までの期間> 

・代表者又は契約等権限者の交代 

→40 日程度 

・上記以外の変更 

→１週間程度 

 

なお、変更完了後は、変更が完了した旨をお知らせするメールを送信します。 

   〈メール送信先〉 

 ・電子申請システムに利用者登録をされた方 

→利用者登録されているメールアドレス宛て 

    ・電子申請システムに利用者登録をされていない方 

     →届出時に使用した連絡先メールアドレス宛て 

   ※紙ベースの通知は行っていません。 

 

(5) 問い合わせ先 

栃木県会計局会計管理課物品調達室 

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１－１－20 

Tel：028-623-2091 

（土日祝日を除く 8:30～17:15（ただし、12:00～13:00 を除く。）) 

Fax：028-623-2080 

E-mail：kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp 
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２ 必要書類一覧（公的機関発行の証明書については、届出日前３か月以内に発行されたもの。） 

（○：必須、△：該当する場合のみ） 

変更事項 必要書類 注意事項 
代表者（申請者）に関すること 

・法人の代表者（申請者）の交代 

 

 

 

○ 登記事項証明書 

（商業登記簿謄本） 

○ 役員等名簿（県指定様

式のエクセルデータ） 

・名簿には、登記簿に登録の全

役員（監査役を除く。）と契約

等権限者（受任者）を記入 

・法人の代表者（申請者）の役職名 不要  

・法人の商号又は名称 

・法人の住所又は所在地 

○ 登記事項証明書 

（商業登記簿謄本） 

 

・個人事業主の交代 ○ 登記されていない 

ことの証明書 

○ 身分証明書 

○ 役員等名簿（県指定様 

式のエクセルデータ） 

名簿には、申請者を記入 

・個人事業主の役職名 不要  

・個人事業主の屋号 

・個人事業主の住所又は所在地 

○ 登記されていない 

ことの証明書 

 

・代表者の電話番号、 

ＦＡＸ番号、eメールアドレス 

不要  

契約等権限者（受任者）に関すること 

・契約等権限者（交代・新設） 

 

○ 役員等名簿 ・名簿には、登記簿に記載の全

役員（監査役を除く。）と契約

等権限者（受任者）を記入 

・契約等権限者の役職名 

・契約等権限者の部署名 

・契約等権限部署の所在地又は住所 

・契約等権限者の電話番号、 

ＦＡＸ番号、eメールアドレス 

不要  

・契約等権限者の廃止 不要  

その他 

・業種区分（印刷物類の追加）   ○ 印刷関係設備等状況調 

書（県指定様式のワー 

ドデータ） 

 

・業種区分 

（印刷物類以外の業種区分追加・変更） 

不要  

・取扱品目･業務内容・取扱メーカー 不要  

・営業所等の新設（本社が県外にあり、

契約等権限を有さない営業所等を栃

木県に新設する場合） 

不要  

・前回の申請時に未達成だった障害者

法定雇用率を、新たに達成した場合 

○ 障害者雇用状況報告書  

・登録の抹消 不要  

注：・必要書類は、全て写しの提出が可能です。 

・公的書類は、コピー機等で PDF データに変換したものを電子申請システムに添付してください。 

・役員等名簿は、エクセルデータを電子申請システムに添付してください。 
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３ 各種様式作成上の留意点 

 各種様式は、県ホームページからダウンロードしてください。 

栃木県 競争入札参加資格 手引で検索するか、次の URL を入力してください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/pref/nyuusatsu/sankashikaku/tebiki4.html 

 
(1) 役員等名簿（記載例：20 ページ） 

   ・代表者又は契約等権限者（受任者）の交代があった場合に提出が必要です。 

   ・役員等名簿は、県指定の最新の様式で作成してください。 

・法人の場合は、登記事項証明書（商業登記簿謄本）に登録されている全ての役

員（監査役を除く。）について、登記事項証明書の表示順に記入してください。 

・契約等権限者（受任者）を設ける場合は、登記事項証明書に登録されていない

場合でも、必ず役員等名簿に記入してください。 

・個人事業主の場合は、当該個人について記入してください。 

項目名 説 明 

登録番号 ・競争入札参加資格者の登録番号（６桁）を入力してください。 

商号又は名称 ・会社名又は営業所等の名称を記入してください。 

所在地 ・勤務地の住所を記入してください 

役職名 ・役職名を記入してください。 

姓名 ・姓名を記入してください。 

姓名（ｶﾀｶﾅ） ・姓名のフリガナを、半角カタカナで記入してください。 

生年月日 ・年号は、Ｓ･Ｈ等のアルファベットをリストから選択してください。 

住所 ・役員等個人の現住所を記入してください。 

※添付された役員等名簿は、暴力団排除のため栃木県警察本部に照会する目的以

外には使用しません。また、データにパスワードをかけ、情報漏えい防止に努め

ています。 
  【注意事項】 

・住所欄には、役員等個人の現住所を記入してください。住所が登記事項証明書

に記載されている住所と異なる場合でも、実際にお住まいの住所を記入してくだ

さい。 

   ・旧姓使用の方については、新旧名の両方を、２行に分けて記入してください。 

・取締役（社外取締役を含む。）のほか、執行役員、理事、評議員、監査法人の

社員等についても記入してください。（監査役、監事は記入不要です。） 

   ・契約等権限者（受任者）の記入漏れが多いので、注意してください。 

  【電子申請システムへの添付】 

   ・電子申請システムにエクセルデータのまま添付してください。 

・ファイル名は、申請者の商号又は名称及び書類名に変更してください。 

（例：栃木県庁商事・役員等名簿.xlsx） 

 

(2) 印刷関係設備等状況調書（記載例：21 ページ） 

・新たに業種区分を大分類「B 印刷物類」で申請する場合に提出が必要です。 

・申請時点で保有する印刷関係の機械器具類について、「機器名」、「規格等」、

「数量」を記入して、電子申請システムに添付してください。 
・ファイル名は、申請者の商号又は名称及び書類名に変更してください。 

（例：栃木県庁商事・印刷関係設備等状況調書.word） 
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４ 栃木県電子申請システムの入力 

 (1) 電子申請システムの入力手順 

・変更内容によっては、提出が必要な書類があります。 

・電子申請システムでの入力を完了させるためには、各必要書類を添付（アップ

ロード）する必要があります。入力作業を始める前に、必要書類一覧（４ページ）

を参照し、書類が必要な変更変更内容の場合は、役員等名簿等の電子データの作

成及び登記事項証明書等のデータ化（スキャン）を行い、操作するパソコン内に

保存してください。 

   ・栃木県 競争入札参加資格 手引で検索するか、次の URL を入力すれば、最新の

様式集を掲載しているページにアクセスできます。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/pref/nyuusatsu/sankashikaku/tebiki4.html 

※様式は、必ず最新のものを使用してください。 

   ・次の URL を入力して電子申請を行ってください。 

https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9544 

・利用者登録済みの場合は、利用者 ID（メールアドレス）とパスワードを入力し

てログインをクリックしてください。  

・利用者登録をしていない場合は、利用者登録をして申請を行うか、利用者登録

をせずに申請を行うかを選択してください。利用者登録しなくても申請できます。  

なお、利用者登録しない場合でも、メールアドレスの入力は必要です。 

・Ｇビズ ID でログインして申請することもできます。 
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利用者登録しない場合：10 ページのイへ      利用者登録する場合：８ページのアへ  

 

 

パスワードを忘れた場合は  

ここをクリックしてください 

利用者登録済みの場合は、ID（メールアドレス）と 

パスワードを入力してログイン 12 ページへ 

 

 

 

競争入札参加資格（物品・役務）審査申請書記載事項変更（R８～） 

２０２５年１月１日０時 00 分～２０２５年 12 月 31 日２３時５９分 
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ア 利用者登録する場合  

・利用者登録しない場合は 10 ページのイへ 

・利用者登録済みの方は 12 ページへ 

 

(ｱ) ７ページの画面において「利用者登録される方はこちら」をクリックすると、

利用規約確認の画面に移ります。利用規約を確認の上、画面下部の規約に同意

するをクリックするとメールアドレス等を入力する画面（９ページ）に移りま

す。  
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(ｲ) 「利用者区分（個人か法人）」にチェックし、メールアドレスを入力した後に

登録するをクリックしてください。 

※メールアドレスが、利用者 ID となります。 

※利用者区分の「代理人」は選択しないでください。 

 

 

 

   (ｳ) 登録するをクリックすると入力したメールアドレスにメールが送信されま

す。受信したメールに記載されている URL から電子申請システムに再アクセス

すると利用者情報の入力画面に移ります。  

  

   (ｴ) 「利用者情報登録」の画面で利用者情報を入力し、画面下の確認へ進むをク

リックしてください。  
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(ｵ) 登録するをクリックしたら、12 ページへ進んでください。 

 

イ 利用者登録しない場合  

(ｱ) ７ページの画面で「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックする

と、利用規約の確認画面に移ります。利用者規約を確認の上、画面下部の規約

に同意するをクリックするとメールアドレスを入力する画面に移ります。 
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(ｲ) メールアドレスを入力し、完了するをクリックしてください。 

 

 
 

(ｳ) 完了するをクリックすると、入力したメールアドレスにメールが送信されま

す。受信したメールに記載されている URL から電子申請システムに再アクセスす

ると、競争入札参加資格者の申請情報入力の画面に移ります。 

 

     電子申請システムへの申請情報の入力上の留意点については、次ページ以降

及び入力画面内に表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争入札参加資格（物品・役務）審査申請書記載事項変更（R7～） 
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(2) 電子申請システムの入力上の主な留意点 

入力画面の案内に従って申請内容を入力してください。入力上の注意点は入力画

面に表示されています。 

 

 

   各項目について、画面上に表示される入力ルールに従い、必要事項を入力してく

ださい。なお、以下に主な留意点を記載しましたので確認してください。 

 

ア 申請者情報 

   ・届出年月日現在の状況に基づき入力してください。 

・フリガナは半角カタカナで入力してください。 

    ・難しい漢字は簡単な漢字に読み替える場合がありますので、御了承ください。 

（髙、﨑、濵など） 

項目名 説 明 

組織区分 

・組織区分とは、「株式会社」「有限会社」等の法人の

種類のことを言います。 

・組織区分の付与箇所をチェックしてください。 

（例：株式会社栃木県庁商事・・・前付け 

   栃木県庁商事株式会社・・・後付け） 

・組織区分をプルダウンから選択してください。 

商号又は名称 
・全角（アルファベットも全角）で入力してください。 

・株式会社などの組織区分は入力しません。 

商号又は名称（フリガナ） ・半角カタカナで入力してください。 

代表者氏名 
・全角で入力してください。 

・姓名の間に全角スペースを空けてください。 

代表者氏名（フリガナ） 
・半角カタカナで入力してください。 

・姓名の間に半角スペースを空けてください。 

参考画面 

入力上の 
注意点 



- 13 - 

項目名 説 明 

住所又は所在地 

・全角（数字も全角）で入力してください。 

・都道府県、市町村、町名、○丁目まで入力してください。 

（例：栃木県宇都宮市塙田１丁目） 

・「大字」も入力してください。 

番地 
・全角（ハイフンも全角）で入力してください。 

（例：１－２０） 

様方 ・全角で入力してください。 

 

イ 届出内容情報 

項目名 説 明 

登録番号 ・競争入札参加資格者の登録番号（６桁）を入力してください。 

事業者区分 ・法人事業者は「法人」、個人事業主は「個人」を選択してください。 

 

ウ 変更する事項 

    ・変更する項目にチェックを付けてください。 

    ・変更後の申請事項等について、各入力欄にそれぞれ入力してください。 

 

エ 変更後の代表者（申請者）に関する事項 

・登録されている代表者（申請者）に関する事項を変更する場合は、該当する

項目にのみ変更後の内容を入力してください。 

・入力内容に関する留意点は、申請者情報の入力方法に準じます。 

 

オ 変更後の契約等権限者に関する事項 

・「契約等権限者」とは、入札や契約等の手続を行う契約等権限を有する者の

ことであり、電子入札で利用する IC カードや見積書、契約書、請求書等は全

て契約等権限者名で作成することになります。 

・通常は、代表者が契約等権限者になりますが、競争入札参加資格申請の際に

委任（電子申請システムに受任者について入力）することにより、支店長等を

契約等権限者とすることができます。 

・競争入札参加資格申請の事務手続に関する委任ではありませんので、注意し

てください。 

・契約等権限者に関する事項について、新設する場合は全ての項目に、変更す

る場合は該当する項目にのみ変更後の内容を入力してください。 

・入力内容に関する留意点は、申請者情報の入力方法に準じます。 

・契約等権限者を廃止する場合は、入力不要です。 
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カ 変更後の業種区分 

・業種区分を変更する場合は、県との取引を希望する業種のうち優先順位の高

いものを、「大分類」で２つまで、「小分類」は大分類１つ当たり３つまで「業

種分類表」から選択して入力してください。 

・変更しない部分を含めて、全ての業種区分を選択してください。 

・変更しない部分の選択がない場合、選択した業種以外の内容は削除されます。 

・申請済みの情報は、ここに入力した情報に全て置き換わります。大分類及び

小分類のうち、一部を変更する場合であっても、変更しない大分類及び小分類

についても選択して入力してください。変更しない大分類及び小分類の選択が

ない場合、選択した業種以外の内容は削除されます。 

・入札の参加要件として、業種分類を指定する場合があります。 

・業種分類については、23～24 ページを参照してください。 

項目名 説 明 

大分類（符号） 
・申請する業種の大分類の符号（A～P)をプルダウンから選択して

ください。（最大で２つまで） 

小分類（数字） 

・申請する業種について、上記の大分類に対応した小分類の番号

（1～6）を「業種分類表」から選択してください。（大分類１つ当

たり３つまで） 

主な取扱品目、 

業務内容 

・県との取引を希望する商品の品目や役務等の内容を具体的に入力

してください。 

・「業種分類表」(23～24 ページ）の例示を参考にしてください。 

・全角（アルファベットも全角）で入力してください。 

・品目と品目の間は「、（読点）」を入力してください。 

・スペース、カンマ、改行は入力しないでください。 

取扱メーカー 

※大分類（符

号）に A～K を

選択した場合の

み記入 

・取扱い可能なメーカー名を入力してください。 

・株式会社や有限会社などの組織区分は省いてください。 

・全角（アルファベットも全角）で入力してください。 

・名称と名称の間は「、（読点）」を入力してください。 

・自社製品の場合、「自社」とせず、会社名を入力してください。 

・スペース、カンマ、改行は入力しないでください。 

 

キ その他重要事項の変更内容 

   (ｱ) 新設する営業所等の所在地 

・本社（本店）が栃木県外に所在し、契約等権限を有さない営業所等を栃木

県内に新設する場合は、その所在地を入力してください。 

・「営業所等」とは、県内に事務所等を設置しており、設置した市町を管轄

する県税事務所へ「法人の事務所設置届」を提出し、県内事務所等として認

められている営業所等のことをいいます。 

県内に、「従業員が住んでいる」「商品等を整理する倉庫がある」「サテライ

トオフィスがある」等、営業所等に該当しない場合があります。営業所等に

該当するか分からない場合は、管轄する県税事務所へ確認してください。 

 

   (ｲ) 競争入札参加資格登録の抹消の理由等 

     ・競争入札参加資格登録を抹消（登録削除）する場合は、理由等を入力して

ください。 
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  ク 暴力団排除に関する誓約事項 

以下のいずれかに該当する場合は、申請者（法人の場合は役員等を含む。）につ

いて、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 32 条第１項に規定す

る者でないことを誓約するとともに、提出された「役員等名簿」の記載内容につ

いて、暴力団排除に関し栃木県警察本部に照会することを承諾する必要がありま

す。内容を確認して、チェックを付けてください。 

・代表者の氏名の変更 

    ・契約等権限者の新設 

・契約等権限者の氏名の変更 

 

ケ 申請担当者に関する情報 

申請内容や添付書類に不備等がある場合、会計管理課から連絡をしますので、

問合せに対応できる担当者の連絡先（原則直通番号）を入力してください。 

 

コ 添付書類情報 

・変更内容により、提出書類が変わります。 

 必要書類一覧（４ページ）を参照し、必要書類を添付してください。 

・各提出書類欄の添付ファイル又はファイルを選択をクリックし、データをア

ップロードしてください。 

・ファイル名は、申請者の商号又は名称及び書類名に変更してください。 

（例：栃木県庁商事・登記事項証明書.pdf） 

・役員等名簿の記載例は、20 ページを参照してください。 

・印刷関係設備等状況調書の記載例は、21 ページを参照してください。 

 

       ファイルを選択をクリックして、パソコン内から添付ファイルを選択 

 

(3) 届出内容の確認 

  ・変更内容を入力し、必要書類の添付が完了したら、確認へ進むをクリックして

ください。 

・エラーがある場合、該当項目が黄色くなり赤字でエラーメッセージが表示され

ますので、入力内容を修正した上で、再度、確認へ進むをクリックしてくださ

い。   
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・届出内容の確認後、申込むをクリックしてください。 
  （申込みが完了すると、メールが送信されます。） 

 

 

・申込むをクリックすると申込完了となり、整理番号とパスワードがメールア

ドレスに送信されます。（整理番号とパスワードは、申込内容を確認・修正する

際に必要となります。）  

 

 

   ・会計管理課において、届出内容を確認し、変更手続を行います。 

届出内容や添付書類に不備がある場合は、会計管理課から電話又はメールによ

り連絡をしますので、指定した期日までに補正を完了させてください。 

 

・変更完了後は、変更が完了した旨をお知らせするメールを送信します。 
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(4) 届出内容の閲覧及び修正方法 

届出完了後でも、電子申請システムの「申込内容照会」機能から、届出内容の閲

覧及び修正が可能です。 

ただし、届出内容及び添付書類を修正した際に、会計管理課に特段の通知がされ

ない仕様となっていますので、届出内容等を修正した場合は、必ず会計管理課に電

話又はメールで修正した旨を連絡してください。 

 

 

又は・・・ 

                      スクロール 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（省略） 
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申込完了通知メールに記載されている 

整理番号とパスワードを入力 

 

照会するをクリック 
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表示された画面から、届出内容の確認及び修正等が可能です。 

 

                          下までスクロール 
 

 

 
    届出内容の修正             
 

(5) 問合せ先 

【電子申請システムの操作及びパソコンの設定等に関する問合せ先】 

    コールセンター 

TEL：0120-464-119 

（フリーダイヤルが利用できない電話機の場合：TEL 0570-041-001）  

（土日祝日を除く 9:00～17:00）  

FAX：06-6455-3268 

E-mail：help-shinsei-tochigi@s-kantan.com 

 

【上記以外の問合せ先】 

栃木県会計局会計管理課物品調達室 

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田１－１－20 

TEL：028-623-2091 

（土日祝日を除く 8:30～17:15（ただし、12:00～13:00 を除く。）) 

FAX：028-623-2080 

E-mail：kaikei-b@pref.tochigi.lg.jp 

 

（省略） 

競争入札参加資格（物品・役務）審査申請書記載事項変更（R7～） 



記入要領
1 　個人の場合は当該個人、法人の場合は商業登記簿謄本に登録されている全ての役員（監査役を除く。）及び契約等権限者（受任者）について記入してください。
2 　栃木県の競争入札参加資格の登録番号を記入してください。（新規申請の場合は、記入の必要はありません。）
3

(別紙) 役員等名簿 記載例

　 姓 名
(ｶﾀｶﾅ) (ｶﾀｶﾅ) 年号 年 月 日

1 000000 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 代表取締役 栃木 健 ﾄﾁｷﾞ ｹﾝ S 20 6 15 栃木県栃木市本町2－◇

2 001234 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 取締役 栃木 花子 ﾄﾁｷﾞ ﾊﾅｺ S 25 3 15 栃木県栃木市本町2－◇ Ｔ

3 001234 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 取締役 栃木 太郎 ﾄﾁｷﾞ ﾀﾛｳ S 50 4 15 栃木県宇都宮市戸祭3－△ Ｓ

4 001234 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 取締役 宇都宮 次郎 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼﾞﾛｳ S 52 10 10 栃木県宇都宮市南町4－○ Ｈ

5 001234 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 取締役 大田原 三郎 ｵｵﾀﾜﾗ ｻﾌﾞﾛｳ S 55 12 18 栃木県栃木市本町2－◇

6 001234 栃木県商事㈱ 栃木県宇都宮市塙田1-1-○ 取締役 日光 甚五郎 ﾆｯｺｳ ｼﾞﾝｺﾞﾛｳ S 20 9 30 栃木県壬生町壬生1－○

7 001234 栃木県商事㈱宇都宮支店 栃木県宇都宮市大通り○－◇ 支店長 那須野 陽一 ﾅｽﾉ ﾖｳｲﾁ S 30 2 2 栃木県矢板市矢板5－◇

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

生年月日
現住所

-
 
2
0
 
-

　記入対象者が３１人以上の場合は、当該名簿をコピーして使用してください。

登録番号 商号又は名称 所在地 役職名 姓 名

・登記事項証明書に登録されている全ての役員及び契約等
権限者（受任者）を記入してください。
※取締役（社外取締役を含む。）のほか、執行役員、理事、
評議員、監査法人の社員等についても記入してください。

※監査役、監事は記入不要です。
・役職の位は関係なく、登記事項証明書の表示順に記入し
てください。

個人の現住所を記入

※登記事項証明書に記載の
住所と異なる場合でも、実際
にお住まいの住所を記入
※都道府県からの記入

勤務地の住所を記入

ﾌﾘｶﾞﾅは半角ｶ
ﾀｶﾅで入力

生年月日は、
半角数字で入力

旧姓使用の方については、
新旧名の両方を、
２行に分けて記入

登録番号を

記入
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印刷関係設備等状況調書 
令和 ８年  ２月 １日 

 

商号又は名称 栃木県商事 株式会社 登録番号 001234 

 

機器名 規格等 数量 

オフセット印刷機 菊判 半切 ２色機 １台 

オフセット印刷機 四六判 ４切 単色機 １台 

オフセット印刷機 菊判 ４切 単色機 ２台 

オフセット印刷機 カード・名刺 単色機 １台 

版下作製機 電子組版機 ２台 

版下作製機 Ｍａｃ ２台 

版下作製機 Ｗｉｎｄｏｗｓ １台 

フィルム出力機 ４６０ｍｍ×７０８ｍｍ １台 

殖版機（ＰＳ版） 菊判 半切 １台 

製版機（紙版） 菊判 ４切 １台 

製本機 糊つけ機  １台 

製本機 針金とじ機  １台 

製本機 穴あけ機  ２台 

製本機 ミシン入機  １台 

製本機 丁合機 Ａ版 半切 １台 

製本機 帯かけ機  １台 

製本機 紙折機 Ａ版 半切 １台 

断裁機 菊全判 １台 

         

   

   

 

※ 印刷物類（大分類：Ｂ）の入札参加資格の登録を希望される場合は、この調書に、申

請時点で保有する印刷関係の機械器具類等の状況を記載の上、必ず添付してください。 

記載例 

日付（申請日）を記入してください。 
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【障害者雇用状況報告書】（任意提出） 

次の①と②の両方に当てはまる場合は、公共職業安定所に提出した申請日直前の６月１日現在

の障害者雇用状況報告書（写し）を添付してください。 

①申請日直前の６月１日現在において、常用雇用労働者の総数が 40 人（特殊法人においては 36

人）以上の事業主に該当し、障害者雇用状況報告書の提出義務がある。 

②申請日直前の６月１日現在において、障害者雇用の法定雇用率を達成し、不足数が「０人」

である。 

 

 

 

※様式は厚生労働省が 

定めているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・特例子会社等、グループ会社として公共職業安定所に報告している場合は、グループ会社で

作成した障害者雇用状況報告書を添付してください。 

参考 

不足数が「０人」であること 

申請日直前の６月１日時点の 

報告書であることであること 



区分 符号 大　　分　　類 品　　　　　目（例　　示）

1 事務機
事務用机・椅子、鉄庫、書庫、金庫、キャビネット、黒板、紙折
機、台車、裁断機等

2
オフィスオート
メーション機器

パソコン、ワープロ、サーバー、パッケージソフト、ＯＡ周辺機
器、プリンター、スキャナー、コピー機等

3 紙、文具
筆記具、ファイル、バインダー、クリップ、封筒、ＭＯディスク、
ＰＰＣ用紙、マウスパッド、学校教材等

4 印章 木印、金属印、ゴム印、日付印、印鑑等

1 一般印刷 地図印刷を除く、印刷全般

2 地図印刷 地図印刷

3 製本 印刷を伴わない製本、表装等

1 電気製品
家電製品、照明器具、オーディオ機器、乾電池、エアコン、電気
ポット、プロジェクター等

2 通信機器
携帯電話、固定電話、電話交換機、通信用機器、放送用機器、アン
テナ等

3 電気設備
発電機、モーター、変圧器、空調設備、無停電電源装置、受配電設
備、舞台照明器具、空気清浄機等

4
カメラ、フィル
ム

スチールカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、写真用機材、Ｄ
ＰＥ、青焼き、航空写真、フィルム、カメラ用電池等

5 ミシン、編み機 ミシン、編み機等

1 建設用機器
ブルドーザー、パワーショベル、クレーン、ミキサー、フォークリ
フト、高所作業車、コンプレッサー等

2 工作機器
旋盤、プレス機械、ボール盤、フライス盤、切断機、溶接機、産業
用ロボット、ＣＡＤ／ＣＡＭ関連機器等

3 農林漁業用機器
耕運機、トラクター、コンバイン、畜産用機器、林業用機器、農業
用機器、芝刈機、農業用ポンプ等

4 車両
自転車、二輪車、自動車、除雪用車両、道路維持作業車、タイヤ、
洗車機、セニアカー等

5 船舶、航空機
和舟、ヨット、モーターボート、船舶用エンジン、航空機、ヘリコ
プター等

6 その他の機械
エンジン、ボイラー、ポンプ、ガス空調機、石油空調機、自動販売
機、自動券売機等

1 光学機器 生物顕微鏡、実体顕微鏡、電子顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡等

2 理化学機器 ○○分析機器、○○実験用機器等

3 計測機器 測量機器、計測機器、気象用機器等

1 医療用機器
治療用機器、検査用機、調剤器具、看護器具、注射器、歯科用機
器、医療用フイルム、医療教育用機器等

2 介護用機器 車椅子、介護用入浴機器、シャワー椅子、歩行補助具、杖等

3 薬品
医療用薬品、工業用薬品、包帯、三角巾、脱脂綿、試薬、活性炭、
消石灰等

1 石油製品 ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油等

2 高圧ガス
窒素ガス、酸素ガス、水素ガス、ＬＰＧ、ＬＮＧ、（医療用、工業
用含む）等

3 その他の燃料 木炭、石炭、練炭、薪、固形燃料等

1
工事用材料、建
具

セメント、コンクリート、アスファルト、砂利、石材、釘、木材、
建具、ガラス、襖、畳、マンホール蓋，工具等

2
給排水設備材料、
電気工事材料

鉄管、鉛管、ビニール管、ヒューム管、メーター、電線、光ファイ
バーケーブル、絶縁材料、照明材料等

3 仮設資材 プレハブ物置、プレハブハウス、仮設トイレ、組立駐車場等

Ｃ
電気器具、カメ
ラ類

Ｄ
機械器具、車両
類
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６　業　種　分　類　表

物

品

の

販

売

等

に

関

す

る

分

類
Ｈ 建設資材類

Ｅ 精密機械類

Ｆ

小　　分　　類

事務用機器、
紙、文具類

Ａ

Ｂ 印刷物類

Ｇ 燃料、ガス類

医療、薬品類



区分 符号 大　　分　　類 品　　　　　目（例　　示）

1
運動用器具、運
動用品

球技・陸上・武道・キャンプ・登山用品用具、運動衣、レジャー用
品、トレーニング機器等

2 楽器 鍵盤楽器、吹奏楽器、打楽器、音叉等

3
図書、映像音響
ソフト

書籍、雑誌、法令集、ビデオソフト、音楽ＣＤ、ＤＶＤソフト、Ｌ
Ｄソフト、レコード等

1
家具、インテリ
ア

応接家具、ベッド、タンス、鏡台、戸棚、ブラインド、壁紙、カー
テン、絨毯、緞帳、暗幕、注文家具等

2 百貨 百貨店（登記簿に百貨店等が事業の目的になっていること）等

3 繊維製品 被服、寝具、旗類、手ぬぐい、鉢巻等

4
ちゅう房機器、
食器

調理台、流し台、ガステーブル、業務用冷蔵庫、鍋、やかん、包
丁、まな板、フライパン、箸、スプーン等

5 日用雑貨、食品
清掃用具、荒物、皮革製品、長靴、スリッパ、たわし、ラップ、
傘、ホース、麻ひも、食品等

1
シール、ステッ
カー

シール、ステッカー等

2 標識、看板 道路標識、保安灯、看板、横断幕等

3 消防保安用品
消火器、避難機器、火災探知機、救命器具、防災設備、防毒マスク
等

4 宝飾、き章 宝石、貴金属、時計、眼鏡、オルゴール、トロフィー、楯等

5
農林漁業用品、
農林水産物

動物、植物、肥料、飼料、種苗、園芸資材、農薬、防疫剤、ビニー
ルハウス用資材、鋤、鍬、造花、人工樹木、林産物買受け等

6 その他
ロープ、南京錠、ベビーカー、模型、舞台道具、美術品、選挙用品
等

1 古物 再生を目的とした古物の買受け、古紙回収等

2 一般廃棄物処理 産業廃棄物でない廃棄物の回収・運搬・処分等

3 産業廃棄物処理 産業廃棄物の回収・運搬・処分等

1 警備 人的警備、機械警備等

2
清掃、施設の保
守

建物・ボイラー・浄化槽・道路・公園・河川の清掃、衛生設備・空
調設備・消防設備・保安設備・建物の保守管理等

3 施設の運営 受付、案内、電話交換業務、公園の管理、プールの管理・監視等

1 通信サービス 電話サービス、ケーブルテレビ、光通信、ファクシミリサービス等

2
情報関連サービ
ス

インターネットサービス、システム開発・運用・保守、コンピュー
タの保守・点検・リース・レンタル等

1
映像音響ソフト
の製作

ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤの企画・制作、スライドの制作、映画の制作
等

2
放送番組の制
作、放送

テレビ・ラジオ番組の制作・放送等

3 広告 ＣＭの制作、新聞広告・雑誌広告の企画・制作等

4 出版、翻訳 本・雑誌の企画・制作、会社案内・記念誌等の企画・制作、翻訳等

5 イベント
催物・冠婚葬祭・博覧会・講演会・イベント・キャンペーンの企
画・運営等

1 クリーニング
寝具・衣服・カーペット・絨毯・カーテン・ブラインドのクリーニ
ング等

2
リース、レンタ
ル

リース・レンタル全般（コンピュータ等は情報関連サービスとして
登録）

3 運送
旅客運送、貨物運送、鉄道運送、航空運送、船舶運送、引越し、梱
包、保管等

4 害虫駆除
害虫駆除、ねずみ駆除、モグラ駆除、樹木殺虫、防虫施工、ガス薫
蒸等

5 検査、分析
環境調査、大気分析、水質分析、土壌分析、ダイオキシン分析、臨
床検査、世論調査、市場調査、交通調査等

6 その他
人材派遣、教育訓練、文化財・美術品の補修、給食業務、医療事
務、速記、テープ起こし、計画等の策定、電力供給等
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類

役

務
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提

供

に
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す
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分

類

Ｏ
企画、広告、イ
ベント

Ｐ
その他のサービ
ス

Ｍ 施設管理

Ｌ 資源回収

Ｊ 家具、日用品類

Ｎ 通信、情報処理

Ｋ その他の物品

Ｉ
運動具、楽器、
図書類

小　　分　　類


